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• 浄化槽設置基数や維持管理実施基数が正
確に把握されていない（実施率算出の分母
に使用実態のない浄化槽が含まれている、
また無届浄化槽が含まれていない等）

• 維持管理未実施の浄化槽に対する行政指
導が不十分

• 維持管理の実施義務に関する住民の認識
が不足

• 使用の準則が遵守されていない
• 汚泥の搬出や内部設備の調整が未実施あ
るいは不十分

• 本体、付帯機器の変形・破損（老朽化）

＜維持管理未実施（低実施率）の原因＞ ＜不具合が発生する原因（維持管理関連）＞

＜対応策＞ ＜対応策＞

• 維持管理情報の収集
• 台帳情報の精査・更新
• 維持管理実施状況の把握
• 行政指導 （維持管理未実施に関する指導）

• 住民への啓発

• 行政指導 （法定検査結果に基づく対応、近隣住
民からの苦情に基づく対応、特定既存単独処理浄
化槽の対応）

• 住民への啓発
• 関連技術者の技術力の向上

維持管理（保守点検、清掃、法定検査）の
実施率の向上、実施基数の増加

不具合が認められる
浄化槽の改善
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
維持管理に対する課題とマニュアルへの記載ポイント

浄化槽の維持管理に対する課題として、「①維持管理未実施」及び「②維持管理は実施して
いるが、浄化槽が所期の性能を発揮していない」が挙げられる。
本マニュアルにおいては、上記の対応策として「維持管理情報の収集(①)」、「台帳情報の精
査・更新(①)」、「維持管理実施状況の把握(①)」及び「行政指導(①、②)」に着目。
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
マニュアルを活用した維持管理の向上

本マニュアルは、都道府県等が浄化槽の状態を把握し、浄化槽管理者に対する指導・助言を
適切に行うことを目的として、指導・助言を行う際の考え方や手順・手法等を明示。
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
マニュアルの構成

全4章からなり、「はじめに」「維持管理の必要性」「浄化槽台帳の整備及び管理の手順」「指
導事務の手順」から構成。その他、実際に行政指導等を行う際の文書様式、指導を行う際の
参考となる資料を示している。

＜目次＞

１．はじめに

２．維持管理の必要性

３．浄化槽台帳の整備及び管理の手順
（１）浄化槽台帳・台帳システムの位置づけ
（２）浄化槽台帳システムの導入手順
（３）浄化槽台帳システムの管理項目の

設定
（４）各種届け出書に基づく情報の登録

（設置、管理者変更、休止、廃止）
（５）維持管理情報の収集・登録
（６）情報の精査
（７）浄化槽台帳の活用方法

４．指導事務の手順

（１）指導の対象となる浄化槽と指導内容

（２）指導対象浄化槽の抽出

（３）指導事務の手順

１）法定検査が未受検の浄化槽への

対応

２）生活環境の保全、または公衆衛生

上必要があると認められる浄化槽

への対応

３）法第12条第2項にも続く改善措置

または当該浄化槽の使用停止の

命令

４）特定既存単独処理浄化槽への対応3



１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
１．はじめに、２．維持管理の必要性

「１．はじめに」については、本マニュアルの策定に至った浄化槽に係る課題と、本マニュアルがど
のように活用されることを期待しているか、記載している。
「２．維持管理の必要性」については、保守点検・清掃・法定検査がどのような作業であるか、
加えて現在の維持管理の実施状況及び維持管理の未実施における浄化槽周辺の環境状況
悪化ケース等について記載している。
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
３．浄化槽台帳の整備及び管理の手順

「３．浄化槽台帳の整備及び管理の手順」については、浄化槽台帳を整備する目的や台帳
に記載すべき項目、台帳の精査及び活用方法等、台帳及び台帳システムの有効活用につい
て記載している。
ただし、浄化槽台帳システムの導入手順については、令和3年、環境省により「浄化槽台帳シ
ステムの整備導入マニュアル第3版」を示しており、そちらに詳細を記載しているため本マニュアル
には詳細を示していない。

＜浄化槽台帳システムの活用方法＞

未管理浄化槽に対する指導への
活用

苦情や問い合わせに関する対応
への活用

不具合の認められる浄化槽の改
善指導への活用

みなし浄化槽等の浄化槽への転
換への活用

災害時の浄化槽復旧に向けた
対応

環境省へ提出する集計データの
整理

その他の活用方法 5



１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
４．指導事務の手順（１）

「４．指導事務の手順」については、浄化槽法に基づき、都道府県知事等により行われる浄
化槽の維持管理に関する指導事務を整理し、自治体が実際に指導を行う際に活用することを
目的として、具体的な手順を示している。

＜行政指導等の対象となる浄化槽管理者への主な指導＞

設置後の水質検査（７条検査）が未受検

生活環境の保全、または公衆衛生上必要があると認められる

保守点検の技術上の基準または清掃の技術上の基準に従って保守点検または清掃が
行われていないと認められる

毎年１回の水質検査（11条検査）が未受検

特定既存単独処理浄化槽に該当する

※立入検査

上記の指導等に当たり、当該行政庁は、法の施行に特に必要があると認めるときは、その
職員に浄化槽のある土地もしくは建物等に立入、帳簿書類その他の物件を検査させ、また
は関係者に質問させることができる。

⇒保守点検または清掃の実施率や指導対象となる浄化槽の数等、地域の実情に応じて実
施の必要性が異なると考えられ、地域の実情に応じて行うことが望ましい指導等を網掛け
で表示。 6



１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
４．指導事務の手順（２）

地方公共団体から浄化槽管理者に対し、浄化槽の維持管理に関する行政指導等を実施す
る際、その対象となる浄化槽の条件は以下表の通り整理される。
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
行政指導にかかる文書の様式

行政指導に関しての手順等に加え、実際に文書指導を行う際の参考となるよう、参考様式を
記載。
浄化槽の維持管理に関する義務の通知から特定既存単独処理浄化槽にかかる除却命令ま
で、本マニュアルに記載の指導文書について18種類の様式を掲載している。

様式例：浄化槽の維持管理に関する義務の通知

様式例：特定既存単独処理浄化槽にかかる勧告または
命令に対する報告
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１．維持管理に関する指導・助言マニュアル
業者からの報告様式

業者から保守点検・清掃の報告をいただくに当たって参考となるよう、業者からの報告に係る参
考様式を記載。
保守点検・清掃それぞれについて、フォーマット例を記載しているほか、環境省HPにおいてその
まま活用いただけるよう、Excel版を掲載する予定としている。
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
デジタル化事例集作成の目的

浄化槽の維持管理に当たっては、複数回の法改正が行われるなどして、適正な維持管理を行
うための体制づくり等を行いつつ向上を図ってきた。
しかし、令和６年に公表された総務省による「浄化槽行政に関する調査」により、以下の通り
課題が示されたところ。
事業者から浄化槽台帳の情報収集について理解や協力が得られておらず、必要な情報が収集できない。
事業者から収集した情報が紙媒体であり、また自治体と事業者で管理している情報が異なり、情報を台帳に記載す
る作業に苦慮している。
浄化槽台帳の情報をどのように活用してよいか分からない。

このような課題を踏まえ、特に維持管理に向けた対応として電子化の取り組みが進んでいる自
治体を取り上げて整理し、横展開を行うために本事例集を作成した。

・GIS機能の活用
・モバイル端末の利用
・オンラインでのデータ集約 等…

自治体、指定検査機関及び業者
等による連携・協力体制のもと、電
子化された浄化槽台帳システムに
より維持管理情報が管理・活用さ
れている自治体の事例を整理10



２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
デジタル化事例集の構成

全4章からなり、「はじめに」「調査対象県における浄化槽台帳の運用状況、業者の電子化状
況等の事例」「電子化した浄化槽台帳の活用に向けた自治体と業者の検討事項と対応例」
「電子化に向けた補助金制度の概要」から構成。

＜目次＞

１．はじめに
１．１．維持管理情報の収集と浄化槽台帳

の整備に関する課題
１．２．デジタル化事例集の構成
２．調査対象県における浄化槽台帳の運用
状況、業者の電子化状況等の事例
２．１．調査対象と調査方法
２．２．徳島県の事例
２．３．鹿児島県の事例
２．４．鳥取県の事例
２．５．岐阜県の事例
２．６．埼玉県の事例
（２．２．～２．６．については、それぞれ１．浄化槽台帳シ

ステム及び維持管理情報の収集・管理方法、２．保守点検、
清掃業者等との協力関係の構築に関連した事項、３．維持
管理情報の活用、４．業者による保守点検・清掃の記録に関
する情報の電子化、５．電子化に係る補助金・助成金の活用
についてヒアリング結果を踏まえ記載している。）

３．電子化した浄化槽台帳の活用に向けた
自治体と業者の検討事項と対応例

３．１．浄化槽台帳の整備、維持管理情報
の収集と活用に向けた作業フロー
と留意

３．１．１．浄化槽台帳システムの選定・
開発及びその運用方法の決
定までの流れ

３．１．２．浄化槽台帳システムの運用開
始までの流れ

４．電子化に向けた補助金制度の概要

４．１．市町村向けの交付金制度

４．２．事業者向けの補助金制度

４．２．１．IT導入補助金

４．２．２．自治体独自の補助金制度
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
徳島県の事例
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
鹿児島県の事例
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
鳥取県の事例
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
岐阜県の事例
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
埼玉県の事例
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
先進事例を踏まえた作業フロー（１）
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
先進事例を踏まえた作業フロー（２）
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２．維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集
電子化に向けた補助金制度（例）

市町村向けの交付金制度 事業者向けの交付金制度

＜循環型社会形成推進交付金 浄化槽整
備効率化事業費 浄化槽台帳作成費＞

○基準額
1,500万円

○交付率
交付対象経費の1/3

○交付対象経費

浄化槽整備効率化に資する、既設浄化槽
の悉皆調査、維持管理情報等のデータの
電子化又は既存の台帳システムを浄化槽
法（昭和58年法律第43号）第49条に定め
る事項を記載し、また、令和２年度に環境
省が整備する台帳システムと平仄が図ら
れるシステムへの改修に要する費用

＜IT導入補助金2025 通常枠＞

○対象者
中小企業・小規模事業者等

○補助上限
・５万円～150万円未満（１プロセス以上）
・150万円～450万円以下（４プロセス以上）

○補助率
1/2以内
※３か月以上、地域別最低賃金＋50円以内で
雇用している従業員数が全従業員の30パーセ
ント以上であることを示した場合は、2/3

○補助対象経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラ
ウド利用料最大２年分、導入関連費）
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